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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　列車の車上無線通信手段と情報を送受信する地上無線通信手段と、
　前記列車が停車する所定の停止位置に設置され、前記列車の車上通信手段と情報を送受
信する地上通信手段と、
　転てつ器の転換および進路の鎖錠を行う連動制御手段と、
　列車位置および列車進路の開通状態に基づいて、各列車に与える停止限界位置を算出す
るとともに前記連動制御手段を制御し、所定区間における各列車の運行制御を行う地上制
御手段と、
　を備えた列車制御システムであって、
　前記地上制御手段が、
　前記地上無線通信手段と前記車上無線通信手段との間の無線通信が途絶した区間の一部
または全部を含む無線通信途絶設定区間に列車が進入しないようにする停止限界位置を算
出し、
　前記無線通信途絶設定区間を走行させる列車に対する、前記地上通信手段の位置まで到
達するようにする停止限界位置または前記無線通信途絶設定区間の先となる停止限界位置
を算出し、
　前記無線通信途絶設定区間に前記列車の一部または全部が在線する状態で、無線通信の
途絶している前記列車について、該列車の位置を保持し、前記無線通信途絶設定区間の列
車進行方向の終端位置および該列車の停止限界位置のうち上流側の位置を該列車の在線位
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置とみなし、各列車の運行制御を行う、
　列車制御システム。
【請求項２】
　列車が前記所定の停止位置に停車している間に、前記地上通信手段は、この列車の車上
通信手段からその位置情報を受信し、この列車の車上通信手段へこの列車の停止限界位置
を送信する、請求項１に記載の列車制御システム。
【請求項３】
　列車が前記無線通信途絶設定区間に進入する前、または、列車が前記所定の停止位置に
停車している間に、この列車の停止限界位置が、この列車が無線通信途絶設定区間から抜
け出せる位置より先になった場合、前記地上制御手段は、この停止限界位置と、無線通信
が途絶しても非常停止しないモードへの移行指示とを含む情報を、前記地上通信手段を介
して前記列車の車上通信手段へ送信する、請求項１に記載の列車制御システム。
【請求項４】
　前記列車が前記無線通信途絶設定区間に進入する前であって、この列車の停止限界位置
が、前記所定の停止位置まで到達できる位置より先であって、前記無線通信途絶設定区間
内である場合、前記地上制御手段は、前記所定の停止位置を指定する停止限界位置と、無
線通信が途絶しても非常停止しないモードへの移行指示とを含む情報を、前記地上無線通
信手段を介して該列車の車上無線通信手段へ送信する、請求項３に記載の列車制御システ
ム。
【請求項５】
　前記地上通信手段は、ホームドアを制御するために設けられた通信手段であることを特
徴とする請求項１に記載の列車制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、列車制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、列車が自身で検出した列車位置を、無線を利用して地上側制御装置に通知する列
車制御システムが開発されている。このシステムでは、現状の軌道回路を用いた保安機能
よりも高い分解能で列車の停止限界位置を設定することができ、移動閉塞による列車運行
間隔の短縮が可能である。また、軌道回路が多くの複雑な配線を必要とするのに比べ、地
上設備が少なくて済み、設備コストの低減も期待される。
【０００３】
　しかし、地上側の無線基地局が故障し、無線通信のできない区間が発生した場合、その
区間に在線する車両の位置を地上側で把握できず、停止限界位置を列車に通知することも
できなくなるため、この区間の両側で列車の運行が分断されてしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４３０１８８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般に、分岐部を含む区間（以下、連動制御区間と記載する）で無線通信ができなくな
った場合は、列車が転てつ器の手前に在線するのか、転てつ器上に在線するのか、転てつ
器を通過したのか、地上側の装置では判断できないため、無線通信のできない区間に列車
が在線する間は転てつ器を転換することができず、優等列車による追い越しなどの運行が
行えない。また、無線通信の途絶した区間で立ち往生した列車を、人間系で誘導し区間外
に退避させると、連動制御装置（連動装置とも呼ばれる）は、列車が軌道回路を順に移動
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したとの情報が得られないため、いわゆる「不正落下」と判断し、信号情報をすべて停止
現示にしてしまい、列車運行が停止してしまう。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、無線を利用して車上から地上に列車在線位置を通知
する列車制御システムにおいて、連動制御区間の一部または全体を含むように無線通信の
できない区間が発生した場合でも、低コストで、この区間での追い越しや待ち合わせなど
の運行を可能とする列車制御システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の列車制御システムは、列車の車上無線通信手段と情報を送受信する地上無線
通信手段と、前記列車が停車する所定の停止位置に設置され、前記列車の車上通信手段と
情報を送受信する地上通信手段と、転てつ器の転換および進路の鎖錠を行う連動制御手段
と、列車位置および列車進路の開通状態に基づいて、各列車に与える停止限界位置を算出
するとともに前記連動制御手段を制御し、所定区間における各列車の運行制御を行う地上
制御手段とを備えている。そして、前記地上制御手段は、前記地上無線通信手段と前記車
上無線通信手段との間の無線通信が途絶した区間の一部または全部を含む無線通信途絶設
定区間に列車が進入しないようにする停止限界位置を算出し、前記無線通信途絶設定区間
を走行させる列車に対する、前記地上通信手段の位置まで到達するようにする停止限界位
置または前記無線通信途絶設定区間の先となる停止限界位置を算出し、更に、前記無線通
信途絶設定区間に前記列車の一部または全部が在線する状態で、無線通信の途絶している
前記列車について、該列車の位置を保持し、前記無線通信途絶設定区間の列車進行方向の
終端位置および該列車の停止限界位置のうち上流側の位置を該列車の在線位置とみなし、
各列車の運行制御を行う。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、一実施形態として説明する列車制御システムの全体構成（概略）を示す
図である。
【図２】図２は、従来の列車制御システムにおいて無線通信の途絶した場合の問題を説明
する図である。
【図３－１】図３－１は、無線通信が途絶した場合の具体例を説明する図である。
【図３－２】図３－２は、無線通信が途絶した場合の具体例を説明する図である。
【図４－１】図４－１は、実施形態における仮想信号機について説明する図である。
【図４－２】図４－２は、実施形態における仮想信号機について説明する図である。
【図４－３】図４－３は、実施形態における仮想信号機について説明する図である。
【図４－４】図４－４は、実施形態における仮想信号機について説明する図である。
【図５】図５は、実施形態の列車制御システムの基本的動作を説明するフローチャートで
ある。
【図６】図６は、実施形態における、無線伝搬範囲および無線通信途絶設定区間について
説明する図である。
【図７－１】図７－１は、実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するための
図である。
【図７－２】図７－２は、実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するための
図である。
【図７－３】図７－３は、実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するための
図である。
【図７－４】図７－４は、実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するための
図である。
【図７－５】図７－５は、実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するための
図である。
【図７－６】図７－６は、実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するための
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図である。
【図７－７】図７－７は、実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するための
図である。
【図７－８】図７－８は、実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するための
図である。
【図７－９】図７－９は、実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するための
図である。
【図７－１０】図７－１０は、実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するた
めの図である。
【図７－１１】図７－１１は、実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するた
めの図である。
【図７－１２】図７－１２は、実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するた
めの図である。
【図７－１３】図７－１３は、実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するた
めの図である。
【図７－１４】図７－１４は、実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するた
めの図である。
【図７－１５】図７－１５は、実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するた
めの図である。
【図８－１】図８－１は、実施形態の列車制御システムにおいて進路設定変更の途中で無
線通信途絶設定区間が発生した場合の動作について説明する図である。
【図８－２】図８－２は、実施形態の列車制御システムにおいて進路設定変更の途中で無
線通信途絶設定区間が発生した場合の動作について説明する図である。
【図８－３】図８－３は、実施形態の列車制御システムにおいて進路設定変更の途中で無
線通信途絶設定区間が発生した場合の動作について説明する図である。
【図８－４】図８－４は、実施形態の列車制御システムにおいて進路設定変更の途中で無
線通信途絶設定区間が発生した場合の動作について説明する図である。
【図８－５】図８－５は、実施形態の列車制御システムにおいて進路設定変更の途中で無
線通信途絶設定区間が発生した場合の動作について説明する図である。
【図８－６】図８－６は、実施形態の列車制御システムにおいて進路設定変更の途中で無
線通信途絶設定区間が発生した場合の動作について説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１は、一実施形態として説明する列車制御システムの全体構成（概略）を示す図であ
る。
【００１０】
　同図において、地上側には、運行管理装置１、システム管理装置２、地上制御装置３、
連動制御装置４、地上無線通信装置５とそのアンテナ６、ＡＴＯ（自動列車制御）地上子
７、位置補正用地上子８、拠点間ネットワーク９、および沿線ネットワーク１０が設置さ
れている。
【００１１】
　運行管理装置１は、列車運行ダイヤや列車１１の運行状況などに基づき、地上制御装置
３に対し進路設定要求等を行う。
【００１２】
　システム管理装置２は、システム全体の動作状況の監視、設定変更などを行う。
【００１３】
　地上制御装置３は、地上無線通信装置５および沿線ネットワーク１０を介して各列車１
１からのその位置情報を受信し、受信した位置情報から各列車１１の在線状況を把握し、
その情報を、沿線ネットワーク１０を介して運行管理装置１およびシステム管理装置２に
送信し、さらに連動制御装置４に送信する。
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【００１４】
　連動制御装置４は、地上制御装置３からの列車在線状況の情報と運行管理装置１からの
進路設定要求に基づいて転てつ装置（転てつ器）２０に必要な指令を出し、転てつ装置２
０の転換や鎖錠を行い、進路の開通状況に基づいて地上制御装置３に信号情報（進行現示
／停止現示）を送信する。
【００１５】
　本実施形態において地上制御装置３は、連動制御装置４から受信した信号情報と、列車
１１の在線状況とから、（後行）列車１１の進行可能な範囲の先端位置として支障位置（
ここでは、先行列車１１の後端位置）を求め、その位置から保安制御余裕距離だけ上流側
の位置を停止限界位置として、この停止限界位置の情報を地上無線通信装置５および車上
無線通信装置１５を介して、車上制御装置１２に送信する。また、このような停止限界位
置の情報は、列車１１の駅停止時に、車上子１７およびＡＴＯ地上子７を介しても、車上
制御装置１２に送信する。
【００１６】
　ＡＴＯ地上子７は、ホームドア制御などのためにＡＴＯ装置１３との通信を行うもので
あり、駅の停止位置に必ず設置される。列車１１は、このＡＴＯ地上子７の上またはその
近傍に停止するので、本実施形態では地上制御装置３と列車１１側との間の通信にも利用
する。
【００１７】
　また、位置補正用地上子８は、速度位置検出装置１４が、この装置が算出した自車の位
置情報を補正できるようにする位置情報を与える地上子である。
【００１８】
　なお、拠点間ネットワーク９は、当該列車制御システムが制御対象とする線区全体に渡
って構築され、運行管理装置１およびシステム管理装置２と複数の地上制御装置３との間
を、また、複数の地上制御装置３相互間を、通信可能に接続する通信路である。一方、沿
線ネットワーク１０は、地上制御装置３の制御範囲に亘って構築され、地上制御装置３と
複数の地上無線通信装置５との間を、また、地上制御装置３の制御範囲内の複数の地上無
線通信装置５相互間を、通信可能に接続する通信路である。
【００１９】
　続いて、図１において、列車１１の車上には、車上制御装置１２、ＡＴＯ装置（自動列
車運転装置）１３、速度位置検出装置１４、車上無線通信装置１５とそのアンテナ１６、
および車上子１７が設置されている。
【００２０】
　車上制御装置１２は、地上制御装置３から受けた停止限界位置を過走しないように、ま
た、列車速度が制限速度を超過しないように、列車１１の制動装置（図示せず）にブレー
キ指令を出す。
【００２１】
　ＡＴＯ装置１３は、車上で列車１１の力行／ブレーキ等の制御を行う。列車１１は、Ａ
ＴＯ装置１３の力行／ブレーキ指令に基づいて、図示しない駆動／制動装置により車輪１
９が駆動／制動されてレール２１上を走行し、駅の所定の停止位置に設置されたＡＴＯ地
上子７の上に所定の精度で停止する。
【００２２】
　速度位置検出装置１４は、ＴＧ（速度発電機：tachogenerator）１８のパルス数をカウ
ントし、車輪径とＴＧ１８の歯数に基づいて、速度を検出する。なお、速度信号を得る手
段はＴＧ１８に限る必要はなく、パルスジェネレータ（ＰＧ）など、別の手段を利用して
もよい。速度位置検出装置１４は、さらに、ＴＧ１８のパルス数、ないし、検出速度を積
分して、移動距離を算出するほか、自車の位置を算出し、さらに、位置補正用地上子８か
ら車上子１７を介して受信した位置情報に基づいて、自車の位置情報を補正する。この位
置情報の補正は、位置補正用地上子８から車上子１７を介して受信した地上子識別情報に
基づき図示しないデータベースから読み出した地上子設置位置情報に基づいて、自車の位



(6) JP 5885654 B2 2016.3.15

10

20

30

40

50

置情報を補正するようにしてもよい。なお、列車１１にＧＰＳ（Global　Positioning　S
ystem）装置が搭載されている場合は、このＧＰＳ装置で検出した位置情報を利用して自
車の位置を取得してもよく、更に、ＴＧ１８またはＧＰＳ装置を用いて取得した情報を自
車の位置情報として主に利用し、他方から得られた位置情報を補正用などの補助情報とし
て利用してもよい。
【００２３】
　速度位置検出装置１４は、上記のようにして検出した自車の位置情報を、車上無線通信
装置１５および地上無線通信装置５を介して、地上制御装置３に送信する。また、列車１
１の駅停止時には、自車の位置情報を、車上子１７およびＡＴＯ地上子７を介しても、地
上制御装置３に送信する。
【００２４】
　なお、運行管理装置１、システム管理装置２、地上制御装置３、連動制御装置４、およ
び車上制御装置１２等における情報処理および制御にかかる機能は、情報処理装置を用い
て実現することができる。
【００２５】
　以上のように構成される本実施形態の列車制御システムは、従来の地上無線通信装置５
および車上無線通信装置１５による無線通信を利用する列車制御システムと同様の無線通
信を行うのみならず、列車１１の駅停止時には、車上子１７およびＡＴＯ地上子７を介し
ても、地上制御装置３および車上制御装置１２間で通信を行って、地上側から車上制御装
置１２へ停止限界位置の情報を送信し、車上側から地上制御装置３へ列車１１の位置情報
を送信する点を１つの特徴としてもつ。
【００２６】
　ところで、地上無線通信装置５が故障などにより通信不能になると、無線通信の途絶し
た区間が生じる。無線通信が途絶した状態では、列車位置を車上側から地上側に通知でき
ず、地上側からは停止限界位置を車上側に通知できないので、安全を確保するため、無線
通信の途絶した列車１１は緊急停止するようになっている。従来の列車制御システムでは
、無線通信の途絶した列車１１を、手動の目視運転で待避させ、故障した地上無線通信装
置５が復旧して再び無線通信ができるようになるまでは、図２のように、無線通信の途絶
した区間の両側で折り返し運転を行うことになり、同区間の両側で列車運行が分断される
。また、無線通信途絶設定区間を固定閉塞として扱って列車１１を通過させる場合であっ
ても、無線通信途絶設定区間に列車１１が在線する間は、この区間内の分岐部に列車１１
が在線しないかどうかを確認できないため、転てつ装置２０の転換を行うことができず、
後続列車１１による追い越しや待ち合わせなどを行うといった運用はできない。ここで、
無線通信が途絶した場合の具体例を、図３－１、図３－２を用いて説明する。なお、ここ
では各列車１１を区別し説明するため、列車Ａ、列車Ｂ、…のように記す。
【００２７】
　図３－１の３０１では列車Ｂが分岐部上に在線し、同図３０２では、駅を出発した列車
Ａが分岐部の手前に停止しているが、駅に到着した列車Ｂや駅を出発した列車Ａが、分岐
部の手前に停止しているのか、分岐部上に停止しているのか、分岐部を通過しているのか
、地上制御装置３では判断できないため、無線通信が回復して列車Ｂや列車Ａが分岐部に
在線しないことが確認できるまでは転てつ装置２０を転換することができない。また、同
図３０３に示すように列車Ａを人間系で誘導し退避させると、列車Ａが軌道回路を順に進
行したとの情報が得られないため連動制御装置４で「不正落下」を検知してしまい、各列
車１１の運行が停止されてしまう。
【００２８】
　また、無線通信が途絶した区間で立ち往生した列車Ａ、Ｂを人間系で誘導し退避させた
後、図３－２の３０４に示すように、この区間に列車Ｃを目視運転で進入させると、列車
Ｃが無線通信の途絶した区間を進出し、通信が回復するまでは、列車Ｃが分岐部に在線し
ないことを地上制御装置３で確認できない。このため転てつ装置２０を転換できず、列車
Ｃが副本線に停車している間に列車Ｄに本線を通過させるなどの運用ができない。また、
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同図３０５に示すように列車Ｃを人間系で誘導し進出させると、列車Ｃが軌道回路を順に
進行したとの情報が得られないため連動制御装置４で「不正落下」を検知してしまい、各
列車１１の運行が停止されてしまう。
【００２９】
　このように、連動制御区間において無線通信が途絶してしまった場合、従来の制御方法
では、追い越しや待ち合わせなどの運行ができなくなる。
【００３０】
　ここで、図３－１および図３－２に、信号機のシンボルで示した「仮想信号機」（図７
－１～図７－１５、図８－１～図８－６に示すものも同様）について、図４－１～図４－
４を用いて説明する。
【００３１】
　連動制御装置４には、下り、上り、それぞれに複数の進路が定義されている。折り返し
運行のない図４－１、図４－２の例では、下り、上りのそれぞれについて進路０～３が定
義され、折り返し運転のある図４－３、図４－４の例では、下り、上りのそれぞれについ
て進路０～５が定義されている。
【００３２】
　このように定義された各進路への進入の可否を示す情報として、仮想信号機の信号情報
を、連動制御装置４から地上制御装置３に与える。例えば、図４－１で、下り列車１１が
進路０を通って駅に停車したい場合、進路がどれも解錠されている場合は、仮想信号機は
どれも停止現示とされる。運行管理システムが進路０の構成を連動制御装置４に要求する
と、連動制御装置４は進路０や競合する進路１が解錠されており、進路０上に他列車１１
がいないことを確認した上で、進路０を構成するのに必要な転てつ装置２０を転換して、
進路０を構成し、鎖錠し、進路０の入口の仮想信号機を進行現示にする。進行現示が出た
進路０は列車１１が進入できるようになる。列車１１が進路０上のホームに到着すると、
進路の最後の軌道回路に列車１１が到着したことから、連動制御装置４は進路０を解錠す
る。これにより、次の列車１１のために進路１を構成することが可能になる。なお、図中
に示す仮想信号機３３は、停止現示／進行現示を具体的に例示するものではなく、シンボ
ルとしてのみ図示している。
【００３３】
　また、図４－１に示す他の進路、及び図４－２～図４－４に示す各進路についても、上
述した図４－１に示す進路０を構成する場合と同様で、運行管理システムがいずれかの進
路（ここでは進路Ｘとして説明する）の構成を連動制御装置４に要求すると、連動制御装
置４は進路Ｘおよび競合する進路が解錠されており、進路Ｘ上に他列車１１がいないこと
を確認した上で、進路Ｘを構成するのに必要な転てつ装置２０を転換して、進路Ｘを構成
し、鎖錠し、進路Ｘの入口の仮想信号機を進行現示にする。進行現示が出た進路Ｘは列車
１１が進入できるようになり、列車１１が進路Ｘの最後の軌道回路に到着すると、連動制
御装置４は進路Ｘを解錠する。これにより、次の列車１１のために進路Ｘと競合する進路
を構成することが可能になる。
【００３４】
　次に、本実施形態の列車制御システムの具体的な列車制御にかかる動作について、図５
、図６、図７－１～図７－１５を用いて説明する。図５は、本実施形態の列車制御システ
ムの基本的な処理を説明するフローチャートであり、図６は、本実施形態における、無線
伝搬範囲および無線通信途絶設定区間について説明する図である。また、図７－１～図７
－１５は、本実施形態の列車制御システムの具体的な動作を説明するための図である。な
お、ここでは、副本線から駅を出発した列車Ａ、本線から駅に到着しようとしている列車
Ｂ、列車Ｂの後続列車Ｃが在線している状況を想定している。また、各図における各列車
１１の進行方向の直前にある停止限界位置３０が、各列車１１のそれぞれの停止限界位置
を示している。また、仮想信号機３１は停止現示を示し、仮想信号機３２は進行現示を示
すものである。
【００３５】
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　本実施形態の列車制御システムの基本となる処理（列車１１の待避など人間系による動
作を含む）は、図５に示すフローチャートで示される。すなわち、はじめに無線通信途絶
設定区間の設定を行い（Ａ０１）、次いで、無線通信途絶設定区間で立ち往生した列車１
１の在線把握の処理を行い（Ａ０２）、次いで、無線通信途絶設定区間で立ち往生した列
車１１の退避を行い（Ａ０３）、次いで、無線通信途絶設定区間での列車運行制御を行う
（Ａ０４）。以下では、以上の処理の詳細を説明する。
【００３６】
［１．無線通信途絶設定区間の設定］
　まず、地上無線通信装置５の故障等により無線通信の途絶した区間が発生すると、この
区間内に在線する列車Ａと列車Ｂは無線通信の途絶を検出して緊急停止する（図７－１：
７０１）。地上制御装置３は、例えば、異常が検出された地上無線通信装置５の識別情報
を基に、図示しないデータベースから読みだした、異常が検出された地上無線通信装置５
の無線伝搬範囲（一定以上の伝搬強度が確保される範囲）に基づいて、無線通信途絶設定
区間を設定する。
【００３７】
　本実施形態では、上記データベースにある各地上無線通信装置５の無線伝搬範囲を、各
地上無線通信装置５がカバーする、変動する無線伝搬範囲の最小範囲（すなわち、一定以
上の伝搬強度が確保される範囲）としている。そのため、上記で設定する無線通信途絶設
定区間は、不確実性を考慮して、実際に無線通信が途絶した範囲よりも広めにとる（図６
：同図では、中央の地上無線通信装置５の故障を想定）。なお、図６に示した無線通信途
絶設定区間は一例であって、図示したものより広く設定されうる。また、無線通信装置の
故障の検出方法としては、例えば特開２００７－１２４１４８号公報に開示のもの等を採
用することができる。また、上記データベースは、例えば、地上無線通信装置５の識別情
報とその無線伝搬範囲とを対応付けて記録したものとして構成することができる。
【００３８】
［２．無線通信途絶設定区間内の列車の在線把握］
　次に、地上制御装置３は、無線通信途絶設定区間で通信が途絶した列車Ａ、Ｂについて
、最後に受信した列車後端位置から、列車Ａ、Ｂの各々の停止限界位置および無線通信途
絶設定区間の終端位置（図中、無線通信途絶設定区間の右端位置）のうち上流側（列車１
１が進入してくる側）の位置までを、列車Ａ、Ｂそれぞれの在線範囲とみなし（図７－２
：７０２）、この在線範囲を連動制御装置４に通知する。なお、地上制御装置３は、上記
のようにして列車Ａ、Ｂの在線範囲を決定するために、最後に受信した列車後端位置を保
持している。
【００３９】
　一方、無線通信途絶設定区間の上流側の列車Ｃには、列車Ｃが無線通信途絶設定区間に
進入しないようにするための停止限界位置を与える。その際、列車Ｃに対して与えられる
停止限界位置が、先行列車１１の位置により決まる停止限界位置より手前（上流側）に引
き戻されることになる可能性があり（図７－２：７０３）、その場合、無線通信途絶設定
区間始端（図中、無線通信途絶設定区間の左端）までの距離によっては、列車Ｃが新しい
停止限界位置までに停止できないことが起こりうる。このように列車Ｃが新しい停止限界
位置を過走してしまう可能性があるが、例えば、引き戻される前の停止限界位置が分岐部
より下流側にあり、列車Ｃが分岐部まで過走してしまったとしても、連動制御装置４が引
き戻す前の停止限界位置までの進路を鎖錠しているので、安全は確保される。
【００４０】
［３．無線通信途絶設定区間内の列車の退避］
　次に、無線通信途絶設定区間で立ち往生した列車Ａ、Ｂのうち、無線通信途絶設定区間
外まで進路が確保できている列車Ａは、人間系で誘導し目視運転で進出させる（図７－３
：７０４）。無線通信途絶設定区間から進出した列車Ａは、地上制御装置３との通信が回
復し自車の位置を報告するので、地上制御装置３で列車位置情報を更新でき、列車Ａは通
常走行に戻ることができる（図７－４：７０５）。
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【００４１】
　その後、連動制御装置４は、列車Ａが進路終端に達したことを地上制御装置３から通知
され、鎖錠していた出発進路（図７－４：７０６）を解錠する。地上制御装置３から通知
される在線情報は、列車Ａの在線範囲が進路の途中を飛ばして遷移することはないため、
連動制御装置４で異常（不正落下）を検出して運行が停止することはない。
【００４２】
　次に、無線通信途絶設定区間で立ち往生した列車Ａ、Ｂのうち、駅停止位置より上流側
の列車Ｂは、駅停止位置までの進路は取れているので、人間系で誘導し、目視運転で停止
位置まで移動させる（図７－５：７０７）。所定停止位置に停止した列車Ｂは、車上子１
７とＡＴＯ地上子７を介して自車の位置を地上制御装置３に報告するので、地上制御装置
３では列車位置情報を更新できる（図７－６：７０８）。その後、連動制御装置４は、列
車Ｂが進路終端に達したことを地上制御装置３から通知され、鎖錠していた進路（図７－
６：７０９）を解錠する。
【００４３】
　以上で無線通信途絶設定区間発生時に区間内で立ち往生した列車Ａ、Ｂがすべて、無線
通信途絶設定区間外に進出した状態またはＡＴＯ地上子７を介して位置を把握できる状態
になったので、無線通信途絶設定区間内の在線状況が把握できる状態となった。
【００４４】
［４．無線通信途絶設定区間での列車運行制御］
　次に、無線通信途絶設定区間での列車運行に関し、列車Ｂを先に出発させる場合と、列
車Ｂと列車Ｃが待ち合わせを行う場合の２ケースについて、説明する。
【００４５】
（４－１．列車Ｂを先に出発させる場合）
　この場合、駅を出発する進路や競合する進路にいずれかの列車１１が在線していないこ
とが確認できているので、運行管理装置１からの進路設定要求に基づいて、連動制御装置
４は列車Ｂが駅から出発するための進路（図７－７：７１０）を設定し、鎖錠して、進路
の信号情報を進行現示にする（図７－７：３２）。
【００４６】
　地上制御装置３は、連動制御装置４からの信号情報と各列車１１の在線状況とから算出
される列車Ｂの停止限界位置が、列車後端が無線通信途絶設定区間から抜けられる位置よ
り上流側である間は、算出した停止限界位置の代わりに、出発進路入口を支障位置とする
停止限界位置を、ＡＴＯ地上子７と車上子１７を介して列車Ｂの車上制御装置１２に通知
する。この間、列車Ｂは、停止したままとなる。
【００４７】
　地上制御装置３は、連動制御装置４からの信号情報と各列車１１の在線状況とから算出
される列車Ｂの停止限界位置が、列車後端が無線通信途絶設定区間から抜けられる位置よ
り下流側になったら、列車Ｂの車上制御装置１２に、この停止限界位置と、無線通信途絶
設定区間終端位置と、無線通信が途絶しても非常停止しない（非常ブレーキをかけない）
モードへの移行指示とを、ＡＴＯ地上子７と車上子１７を介して送信する（図７－７：７
１１）。この後、列車Ｂは自動運転で出発する。通常では、無線通信が途絶した区間では
、列車１１は非常ブレーキをかけて緊急停止をするが、本実施形態では、「無線通信が途
絶しても非常停止しないモード」へ移行すると、列車１１は無線通信が途絶しても停止せ
ずに運行を継続するので、自動運転が可能である。
【００４８】
　列車Ｂが移動し始めてＡＴＯ地上子７と車上子１７との結合が切れると、地上制御装置
３と車上制御装置１２との通信が途絶するので、地上制御装置３は、最後に受信した列車
後端位置（駅に停車していた時の後端位置）から、列車Ｂの停止限界位置と無線通信途絶
設定区間の終端位置のうち上流側の位置までを、列車Ｂの在線範囲とみなす（図７－８：
７１２）。その後無線通信途絶設定区間から進出した列車Ｂは、地上制御装置３との通信
が回復し自列車位置を報告するので、地上制御装置３で列車位置情報を更新でき、列車Ｂ
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は、無線通信が途絶しても非常停止しないモードを解除し、通常走行に戻ることができる
（図７－９：７１３）。
【００４９】
　連動制御装置４は、列車Ｂが進路終端に達したことを地上制御装置３から通知され、鎖
錠していた出発進路（図７－９：７１４）を解錠する。地上制御装置３から通知される在
線情報は、列車Ｂの在線範囲が進路の途中を飛ばして遷移することはないため、連動制御
装置４で異常（不正落下）を検出して運行が停止することはない。
【００５０】
（４－２．列車Ｂと列車Ｃが待ち合わせを行う場合）
　この場合、駅に進入する進路や競合する進路にいずれかの列車１１が在線していないこ
とが確認できているので、連動制御装置４は、運行管理装置１からの進路設定要求に基づ
いて転てつ装置２０の転換指令を出して列車Ｃが駅に到着するための進路（図７－１０：
７１５）を設定し、鎖錠して、進路の信号情報を進行現示にする（図７－１０：３２）。
【００５１】
　地上制御装置３は、連動制御装置４からの信号情報と列車Ｂの在線状況とから算出され
る列車Ｃの停止限界位置が、駅の所定の停止位置（ＡＴＯ地上子７）まで到達できる位置
より上流側である間は、算出した停止限界位置の代わりに、無線通信途絶設定区間始端を
支障位置とする停止限界位置を、無線通信により列車Ｃに通知する。これにより、列車Ｃ
が、無線通信途絶設定区間に進入することはない。
【００５２】
　その後、（１）連動制御装置４からの信号情報と列車Ｂの在線状況とから算出される列
車Ｃの停止限界位置が、駅の所定の停止位置（ＡＴＯ地上子７）まで到達できる位置より
下流側になり、且つこの停止限界位置が列車Ｃの列車後端が無線途絶区間から抜け出せる
位置より上流側である場合、地上制御装置３は、列車Ｃに、停車時に地上子７と通信でき
る位置とする停止限界位置と、無線通信途絶設定区間終端位置と、無線通信が途絶しても
非常停止しないモードへの移行指示とを、無線通信により送信し、また、（２）連動制御
装置４からの信号情報と列車Ｂの在線状況とから算出される列車Ｃの停止限界位置が、駅
の所定の停止位置（ＡＴＯ地上子７）まで到達できる位置より下流側になり、更に、この
停止限界位置が列車Ｃの列車後端が無線途絶区間から抜け出せる位置である場合、地上制
御装置３は、列車Ｃに、この停止限界位置と、無線通信途絶設定区間終端位置と、無線通
信が途絶しても非常停止しないモードへの移行指示とを、無線通信により送信する（図７
－１０：７１６）。これに応じて、列車Ｃは自動運転で無線通信途絶設定区間に進入し、
設定された進路（図７－１０：７１５）を進行する。
【００５３】
　列車Ｃが無線通信途絶設定区間に進入して地上制御装置３と車上制御装置１２との無線
通信が途絶すると、地上制御装置３は、最後に受信した列車後端位置から、列車Ｃの停止
限界位置と無線通信途絶設定区間の終端位置のうち上流側の位置までを、列車Ｃの在線範
囲とみなす（図７－１１：７１７）。
【００５４】
　駅に到着し所定停止位置に停止した列車Ｃは、車上子１７とＡＴＯ地上子７を介して自
列車位置を報告するので、地上制御装置３では列車位置情報を更新できる（図７－１２：
７１８）。連動制御装置４は、列車Ｃが進路終端に達したことを地上制御装置３から通知
され、鎖錠していた進路（図７－１２：７１９）を解錠する。
【００５５】
　このケースにおいて列車Ｃ（または列車Ｂ）を駅から出発させる手順は、前述した４－
１．列車Ｂを先に出発させる場合と同様であり、ここではその説明を省略する。このケー
スにおける前述の図７－７～図７－９に対応する図を図７－１３～図７－１５に示す。こ
れらの図に示す符号７２０～７２４部分は、先に説明した図７－７～図７－９の符号７１
０～７１４部分に対応している。
【００５６】
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　なお、列車Ｂと列車Ｃが待ち合わせる運行の代わりに、駅を通過する進路を設定・鎖錠
し、図７－１０の７１６で無線通信途絶設定区間を進出できる停止限界位置を与えること
により、列車Ｃに列車Ｂを追い越させる運行も可能である。
【００５７】
　次に、その他の実施例として、本実施形態の列車制御システムにおいて進路設定変更の
途中で無線通信途絶設定区間が発生した場合の動作について、図８－１～図８－６を用い
て説明する。図８－１～図８－６は、実施形態の列車制御システムにおいて進路設定変更
の途中で無線通信途絶設定区間が発生した場合の動作について説明する図である。なお、
図８－１～図８－６における記載の仕方は、前述の図７－１～図７－１５に準ずる。
【００５８】
　図８－１に示す列車Ｅのために本線への駅到着進路と本線からの出発進路を鎖錠した状
態のときに（このとき本線進路上の仮想信号機は進行現示の仮想信号機３２となっている
；他は停止現示の仮想信号機３１）、列車Ｅの到着が遅れているために副本線に停車中の
列車Ｄを先に出発させることにした場合は、運行管理装置１から連動制御装置４に本線出
発進路の解錠と、副本線出発進路の鎖錠を要請する。連動制御装置４は本線出発進路につ
いての信号情報を停止現示とし（図８－２：８０１）、これに基づいて地上制御装置３が
、本線出発進路入口を支障位置とする停止限界位置を算出する。このとき列車Ｅの停止限
界位置は引き戻される（図８－２：８０２）。
【００５９】
　このとき無線通信に支障がなければ、地上制御装置３は、算出した停止限界位置を、列
車Ｅの車上制御装置１２に通知する。
【００６０】
　この通知を受けた列車Ｅの車上制御装置１２は、新しい停止限界位置までに停止可能と
地上制御装置３に回答し（図８－３：８０３）、この回答を受けた地上制御装置３は、連
動制御装置４に、停止現示とした進路について解錠可と通知する。
【００６１】
　この通知を受けた連動制御装置４は、列車Ｅが停止するのに必要な時間だけ待ってから
、本線出発進路（図８－３：８０４）を解錠し、列車Ｄのために、副本線出発進路（図８
－３：８０５）を設定し、鎖錠する。
【００６２】
　一方、この停止限界位置を列車Ｅの車上制御装置１２が受信する前に、無線通信の途絶
した区間が発生した場合（図８－４）、無線通信途絶により列車Ｅは非常停止するが（図
８－４：８０６）、それまで本線出発進路は進入が許可されているとの認識で走行してい
たので、本線出発進路の内方まで進入してから停止する可能性がある。従来の連動制御の
ように、地上制御装置３が、引き戻された停止限界位置を列車Ｅに送信したことを連動制
御装置４に報告してから一定時間後に本線出発進路を解錠すると、転てつ装置２０が固定
されていない状態の分岐部に列車Ｅが進入し、脱線する可能性がある。
【００６３】
　本実施例では、車上制御装置１２は、常時、通知された停止限界位置と、この停止限界
位置までに停止可能かどうかを、地上制御装置３に通知する。引き戻された停止限界位置
を列車Ｅが受信する前に無線通信が途絶してしまったので、地上制御装置３が列車Ｅの車
上制御装置１２から最後に受信したのは、引き戻される前の停止限界位置（＝駅を通過で
きる停止限界位置）までに停止可能との情報である。
【００６４】
　地上制御装置３は、信号情報のうち、（１）進行現示の進路に対しては「解錠不可」を
、（２）停止現示の進路に対しては、この進路入口までに停止可能との通知が車上制御装
置１２から得られている場合は「解錠可」を、（３）それ以外の場合は「解錠不可」を、
連動制御装置４に通知する。地上制御装置３は、列車Ｅの車上制御装置１２から「本線出
発進路入口までに停止できる」という情報は得られていないので、本線出発進路（図８－
５：８０７）について、連動制御装置４に「解錠不可」を通知する。また、地上制御装置
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３は、前述のように、無線通信途絶設定区間を設定し、ここでは図８－５：８０８で示す
範囲を列車Ｅの在線範囲としてみなして、制御を行う。
【００６５】
　連動制御装置４は、「解錠可」の情報が得られた場合のみ、設定した進路を列車進入前
に解錠することができる。ここでは、地上制御装置３からは「解錠不可」の情報が通知さ
れているので、本線出発進路を鎖錠したままとするので安全は確保される。
【００６６】
　無線通信途絶設定区間で立ち往生した列車Ｅを、人間系で誘導し駅停止位置まで移動さ
せると（図８－６：８０９）、車上制御装置１２はＡＴＯ地上子７を介して地上制御装置
３から新しい停止限界位置を受信し、この停止限界位置までに停止可能との情報を返送で
きるので、地上制御装置３は連動制御装置４に「解錠可」を通知する。この通知を受けて
、連動制御装置４は、本線出発進路（図８－６：８１０）を安全に解錠することができる
。
【００６７】
　以上のようにして、進路設定変更の途中で無線通信途絶設定区間が発生した場合であっ
ても、列車１１の運行を継続することができる。
【００６８】
　以上説明したとおり、上記実施形態の列車制御システムによれば、無線を利用して車上
から地上側制御装置に列車在線位置を通知する列車制御システムにおいて、連動制御区間
の一部あるいは全体を含むように無線通信のできない区間が発生した場合でも、安全を確
保しながら、この区間での追い越しや待ち合わせなどの運行が、低コストで実現可能とな
る。
【００６９】
　なお、上記にて本発明の実施形態およびいくつかの実施例を説明したが、これらの実施
形態および実施例は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図し
ていない。これら新規な実施形態および実施例は、その他の様々な形態で実施されること
が可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うこと
ができる。これらの実施形態および実施例ならびにその変形は、発明の範囲や要旨に含ま
れるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００７０】
　１　運行管理装置
　２　システム管理装置
　３　地上制御装置
　４　連動制御装置
　５　地上無線通信装置
　６、１６　アンテナ
　７　ＡＴＯ地上子
　８　位置補正用地上子
　９　拠点間ネットワーク
　１０　沿線ネットワーク
　１１　列車
　１２　車上制御装置
　１３　ＡＴＯ装置
　１４　速度位置検出装置
　１５　車上無線通信装置
　１７　車上子
　１８　ＴＧ
　１９　車輪
　２０　転てつ装置
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